別紙２
大阪府立病院機構病院施設改修工事等に関するコンストラクション・マネジメント業務
[bookmark: _GoBack]公募型プロポーザル評価基準【修正版】

１　総合評価点（100点）
	総合評価点            ＝ 技術評価点（85点）    ＋ 価格評価点（15点）
技術評価点（85点）    ＝ 実施体制評価点（30点）＋ 提案書及びヒアリング評価点（55点）
実施体制評価点（30点）＝ 企業の評価点（2.5点）  ＋ 配置技術者の評価点（27.5点）



２　実施体制評価（合計30点）
　（１）　評価項目と配点
　　　　　提出された企業概要等調書（様式２号）、各配置技術者調書（様式３-１～３-７号）に基づき評価する。
	評 価 項 目
	評 価 の 視 点
	配 点

	企業の評価
	有資格者数
	企業に所属する有資格者数について評価する。
	企業
	1

	
	ＣＭ業務の実績
	企業のＣＭ業務実績について評価する。
	
	1.5

	配置技術者の評価
	専門分野の技術者資格
	分担業務分野について、専門分野の技術者資格の内容について評価する。
	主任技術者
	建築（総合）
	1

	
	
	
	
	建築（構造）
	1.5

	
	
	
	
	電気設備
	1

	
	
	
	
	機械設備
	1

	
	
	
	
	コスト管理
	1

	
	
	
	
	工事施工計画
	1

	
	ＣＭ業務の実績
	各技術者のＣＭ業務実績について評価する。
	管理技術者
	3

	
	
	
	主任技術者
	建築（総合）
	3

	
	
	
	
	建築（構造）
	3

	
	
	
	
	電気設備
	3

	
	
	
	
	機械設備
	3

	
	
	
	
	コスト管理
	3

	
	
	
	
	工事施工計画
	3

	合計
	30



（２）　企業の評価
　　　　ア　有資格者数
　　　　　　参加申請者に所属する有資格者数について、【別表１】により評価する。
　　　　　　なお、評価対象とする資格は、次に掲げる資格とする。
　　　　　　①　一級建築士　②　建築設備士　
③　認定コンストラクション・マネジャー（以下「ＣＣＭＪ」）
　　　　　【別表１】
	人数
	50人未満
	50～99人
	100～149人
	150人以上

	評価点
	0.25
	0.5
	0.75
	1


　　　　　　（注）複数の資格を有する職員は、それぞれの資格で１名として計上してください。
　　　　
イ　ＣＭ業務実績
　　　　　　ＣＭ業務の実績について、次のとおり評価する。
[bookmark: _Hlk207193215]　　　　　　①　計算方法
　　　　　　　　基本配点1.5点に、【別表２】の乗率を乗じた値（少数点第３位を四捨五入）をＣＭ業務の実績の評価点とする。
　　　　　　②　実績の条件
　　　　　　　　平成27年４月１日から令和７年３月31日までの間に業務を完了した新築、増築又は改築工事に係るＣＭ業務（※１）とする。なお、共同企業体としての実績は認めない。
　　　　　　③　実績の種別
【別表２】
	実績の種別
	左記の種別に対応する実績
	乗率

	業務実績（１）
	病床数400床以上の病院（※２）
	1.0

	業務実績（２）
	病床数200床以上の病院（※２）
	0.8

	業務実績（３）
	上記以外の病院（※２）
	0.5


　　　　　　　（※１）基本計画段階、基本設計段階、実施設計段階、工事発注段階又は工事施工段階のうち、いずれかの段階におけるＣＭ業務に限ります。
（※２）医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院。
　　　　　　　　　（注）実績を記載する場合は、確認ができる書類を添付すること。なお、記載内容に虚偽内容が認められた場合又は、事実と異なることが判明した場合には、失格とし、申請をしたものに対して入札参加停止措置等を行うことがある。

（３）　配置技術者の評価
　　　　ア　専門分野の技術者資格
　　　　　　各主任技術者が有する資格について【別表３】により評価する。
　　　　【別表３】
	業務分野
	評価する技術者資格
	配点

	建築
（総合）
	基礎点
	一級建築士又はＣＣＭＪ
	0.5

	
	加算点
	上記資格を両方有する場合
	0.5

	建築
（構造）
	基礎点
	一級建築士又はＣＣＭＪ
	0.5

	
	加算点
	上記資格を両方有する場合
	0.5

	
	加算点
	構造設計一級建築士の場合
	0.5

	電気設備
	基礎点
	建築設備士、設備設計一級建築士又はＣＣＭＪ
	0.5

	
	加算点
	建築設備士又は設備設計一級建築士、かつＣＣＭＪの場合
	0.5

	機械設備
	基礎点
	建築設備士、設備設計一級建築士又はＣＣＭＪ
	0.5

	
	加算点
	建築設備士又は設備設計一級建築士、かつＣＣＭＪの場合
	0.5

	コスト
管理
	基礎点
	建築コスト管理士、建築積算士、一級建築士又はＣＣＭＪ
	0.5

	
	加算点
	建築コスト管理士、建築積算士又は一級建築士、かつＣＣＭＪの場合
	0.5

	工事施工計画
	基礎点
	一級建築施工管理技士、一級建築士又はＣＣＭＪ
	0.5

	
	加算点
	一級建築施工管理技士又は一級建築士、かつＣＣＭＪの場合
	0.5



　　　　イ　ＣＭ業務の実績
　　　　　　管理技術者及び各主任技術者のＣＭ業務の実績について、次のとおり評価する。
①　計算方法
　　　　　　　　各技術者の実績ごとに、基本配点３点に【別表４】の乗率を乗じた値（少数点第３位を四捨五入）をＣＭ業務の実績の評価点とする。
なお、実績がない場合は、配点に対する乗率は０とする。
　　　　　　②　実績の条件
　　　　　　　　平成27年４月１日から令和７年３月31日までの間に業務を完了した新築、改築又は増築工事に係るＣＭ業務（※３）
　　　　　　③　実績の種別
【別表４】
	実績の種別
	左記の種別に対応する実績
	乗率

	業務実績（１）
	病床数200床以上の病院（※４）
	1.0

	業務実績（２）
	病院（※４）
	0.8

	業務実績（３）
	上記以外
	0.5


（※３）基本計画段階、基本設計段階、実施設計段階、工事発注段階又は工事施工段階のうち、いずれかの段階におけるＣＭ業務に限ります。
（※４）医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院。
                     （注）実績を記載する場合は、確認ができる書類を添付すること。なお、記載内容に虚偽内容が認められた場合又は、事実と異なることが判明した場合には、失格とし、申請をしたものに対して入札参加停止措置等を行うことがある。

３　提案書及びヒアリング評価（合計55点）
　（１）　評価項目と配点
　　　　　提出された提案書及び管理技術者等に対して行うヒアリングによって、具体性（効果）、的確性、実現性等を考慮して総合的に評価する。
	評 価 項 目
	評 価 の 視 点
	配 点

	業務実施方針
	業務への取り組み姿勢
	取り組み意欲の高さや積極性
	５

	
	
	発注者を支援する姿勢、業務への工夫・配慮等
	５

	
	業務の取り組み体制、チームの特徴
	適切な実施体制の確立、技術者の技術力等
	５

	
	
	社内のバックアップ体制等
	５



	評 価 項 目
	配 点

	業務提案
	リスク・安全管理、スケジュール管理の手法
	病院運営を継続しながら改修工事等を計画するにあたり必要となるリスク・安全管理、スケジュール管理についての考え方とそれに対する具体的な取り組みについて実例等を用いて提案すること。
	10

	
	コスト管理の手法
	精度の高い概算事業費の算出手法及び発注者が求める品質水準を確保し、かつコストを抑制するために必要となる考え方とそれに対する具体的な取り組みについて実例等を用いて提案すること。
	10

	
	品質管理の手法
	各段階における品質管理についての考え方とそれに対する具体的な取り組みについて実例等を用いて提案すること。
	10

	
	その他事業者が提案する支援業務
	本業務を円滑に実施するために必要と考える支援業務について実例等を用いて提案すること。
	５



　（２）　評価方法について
　　　　　業務の実施方針および提案を求める内容に対する技術提案について、ヒアリングを踏まえ、【別表６】により評価を行い、その評価に対する乗率を各評価項目の配点に乗じ、選定委員の平均値とする。（小数点第３位を四捨五入）
　　　【別表６】
	評価
	乗率

	A　優れている
	1.0

	B　やや優れている
	0.8

	C　普通
	0.6

	D　やや不十分
	0.4

	E　不十分
	0.2



４　価格評価（合計15点）
　　価格評価の配点は15点とし、基礎点（10点）と加算点（５点）の合計値とする。
    なお、価格提案書に記載する金額は、当機構の示す委託上限額の範囲内とする。
　（１）　基礎点（10点）
提案価格のうちの最低価格を提案された価格で除して得た値に基本配点（10点）を乗じて得た値とする。（小数点第３位を四捨五入）
基礎点 ＝ 10点 × （ 最低価格（注１） ／ 提案された価格 ）
（注１）「最低価格」とは、提案者のうち、もっとも低く提案された価格をいう。
（注２）「業務委託料の上限額」については、実施要領を参照すること。
　（２）　加算点（５点）
　　　　　次の計算式により算出した割合（小数点第３位を四捨五入）に応じて、【別表７】により点数を加算する。
　　　　　割合（％） ＝ ｛１－（ 提案された価格 ／ 業務委託料の上限額 ）｝× 100
　　　　　　【別表７】
	割合（％）
	加算点

	1.99以下
	０点

	2.00以上3.99以下
	１点

	4.00以上5.99以下
	２点

	6.00以上7.99以下
	３点

	8.00以上9.99以下
	４点

	10.00以上
	５点
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